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していきたいなと思っているところです。 

 それから、先ほど県や国や社会全体でと申し

上げたところは、投票率の向上ということに関

わってなんですが、ちょっと前になるんですが、

日本学術会議の政治学部会というところで提言

が行われました。その３点が、ちょっと簡単に

申し上げますと、政治活動、選挙活動の自由の

促進と、政治における透明性の拡大、これが１

点目、２つ目が、投票所の設営に関する規則の

緩和などの技術的方策、それから、国民各層に

対する主権者教育の充実ということで、初等中

等教育の主権者教育と、生涯学習における主権

者教育というのが提言されておりました。これ、

10年前の提言で、大分進んでいるところはござ

いますが、この辺は長井市の選挙管理委員会だ

けでは取り組めないところでもございますので、

この提言などを生かすような対策を全体でお願

いしたいなという思いで申し上げたところです。 

 小学校、中学校の選挙に関する啓蒙活動とい

うのは非常に大事だというのが、去年の県の明

るい選挙推進協議会の研修会でございました。

小学校の教育が一番効果的だというお話を聞い

て非常に感銘を受けたところでした。ですが、

今、小・中学校というのは非常に忙しくて、新

しい教育というのはなかなか入りづらいところ

があります。これなんかも小学校にお願いする

ということではなくて、文部科学省などで学習

指導要領とか、そういう全体の枠組みの中で取

り組んでいけるような方策があればいいなとい

う思いを込めまして述べたところでした。これ

はなかなか進めるのは難しいと思うんですが、

本委員会でできるようなところはやっていきた

いと思います。 

○鈴木富美子議長 15番、今泉春江議員。 

○１５番 今泉春江議員 引き続き、啓発という

意味で、市民、それから子供たちにもぜひ取り

組んでいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○鈴木富美子議長 ここで暫時休憩いたします。

再開は２時50分といたします。 

 

 

   午後 ２時２９分 休憩 

   午後 ２時５０分 再開 

 

 

○鈴木富美子議長 休憩前に服し、会議を再開い

たします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 梅津善之議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 順位10番、議席番号14番、梅

津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 お疲れさまでございま

す。６月定例会、一般質問最後の質問になりま

した。お疲れのところだと思いますが、最後ま

でよろしくお願いしたいと思います。 

 まず、今日、今回は地域の農業の現状と課題、

さらには、各産業の状況ということでお聞きし

たいと思っております。 

 その前に、いつになく、私自身の田植が５月

中に今年終わりました。地域の先輩や若い衆に

手伝っていただいて、いつも今頃、もう終わら

ないぐらいなんですけども、順調に終わらさせ

ていただきました。地域の方々に感謝したいな

と思っておりますし、過日行われました黒獅子

まつりでございます。残念ながら私、見に行く

ことはできませんでしたが、おらんだラジオを

トラクターに乗って聞いておりますと、各神社

の代表の方に、最後、何か一言ということでア

ナウンサーの方が一人一人にお声がけしている

言葉の中に、地域への感謝の言葉であったり、
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家族、妻への感謝の言葉であったり、ありがと

うの言葉を各神社の方々が述べておられたのが

非常に印象的でしたし、お互いを励まし合って

地域文化を守っていっているということをひし

ひしと感じた一面であったなと思っております

し、まだまだ長井市は捨てたもんじゃないと、

こう思った一面であります。そんなことを申し

上げながら一般質問をしたいと思います。 

 まずは、地域農業の現状と課題ということで、

農林課長にお伺いしたいと思います。 

 令和４年ですか、水田の５年水張りの現状と

課題はということで、令和４年度より長きにわ

たって転作を実施している水田の水張り条件が

出されましたということで、５年に１回、大豆

や牧草、その他野菜など、米以外の作物を水田

で生産している圃場に水をあげろと、水田に戻

して確認をしてくださいと、もしくは、水田と

して稲作をするということが農林水産省より出

されました。それをしないと水田活用の交付金

が出なくなるということで、特に組織でやって

いる大豆の生産であったり、畜産業で牧草など

に取り組まれている方にとっては大変な打撃で

あるななんていうことを申し上げたときがござ

いました。 

 長井市にとっては、各地区の営農推進会長で

組織する検討委員会などが開催されたと思いま

す。その検討した結果の中身であったり、先頃、

これで水張りの状態でいいんだなんていう説明

会などもあったとお聞きしております。そのよ

うな状況を踏まえて、農林課長にお聞きしたい

と思います。 

○鈴木富美子議長 髙橋嘉樹農林課長。 

○髙橋嘉樹農林課長 水田活用の直接支払交付金

は、水田機能を有する農地において、主食用米

から他の作物への作付転換を支援するために措

置されているものでございます。 

 交付金の交付対象水田といたしまして、畦畔

などの湛水設備を有しない農地などにつきまし

ては、対象水田から除外するという現行ルール

を再徹底することとなり、畑作物の生産が固定

化している農地は畑地化を促す一方、水田機能

を有しつつ、麦、大豆等の転換作物を生産する

農地につきましては、水稲と転換作物とのブロ

ックローテーションを促す観点から、令和４年

度から令和８年度までの５年間に一度も水稲の

作付または水張りが行われない場合には交付対

象としないというものでございます。 

 昨年の８月に各地区の営農推進協議会会長が

主体となり、ＪＡや農業委員、土地改良区など

の関係機関が構成委員となりまして、議員おっ

しゃったとおり、長井市５年水張り問題対策委

員会を設立しました。令和５年度は委員会を２

回開催いたしまして、課題の整理や制度の周知

を図るチラシの作成、関係者間での情報共有等

を行ってきたところでございます。 

 委員会で出された課題といたしましては、土

壌条件によっては水張り後の作付が困難となり、

営農に支障を来すこと、上流で水を使う人が増

えると下流まで水が行き届かなくなる可能性が

あること、また、圃場が均平でないため全面に

水を張ることができないなどの意見が出されて

おります。 

 このほか、山形県におきましては、水田活用

産地づくり推進プロジェクト会議を昨年５月に

設立いたしまして、水張りや畑地化等の取組も

含めまして、今後の水田農業が維持、発展でき

るための方策の検討を進めております。 

 本市におきましては、水張りを行った農業者

につきましては、令和５年度は２名、令和６年

度は現在までに３名となってございます。本市

といたしましても、水田農業の維持、発展や安

定経営に向けて、生産者や生産団体、そして行

政が一体となりまして、知恵を出し合っていか

なければならないと考えておりますので、ぜひ

そのような御提案をお寄せいただきますようお

願いいたしたいと思います。 
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○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 各地区でそれぞれ会長

が集まって、いろんな話をされたと思います。 

 地域によっては、冬期間といいますかね、稲

作終了時、９月の中頃から一切水が来ないとこ

ろであったり、そうでないところもあったりと

いうもちろん温度差があると思いますし、でき

れば田んぼに戻して１年作付できれば、それは

それでいいんでしょうけども、何年も、もちろ

んそれは水が上がらないように努力して他作物

を作ってるわけなので、なかなかそうもいかな

い水田があるというのも、自身、認識しており

ます。非常に大変なことだなと思いながら、出

された政策の中でみんなが努力していくという

ことに地域で取り組んでいる姿は、もちろん応

援しなきゃいけないなと思っておりました。 

 そんな中で、今年の連休でしたかね、常に転

作をしている大きな面積のところの水路なんか

も、用水路自体が埋まってるみたいなところが

あるんですよね。この用水路が見えるところで

埋まってるぐらいだと、みんなで掘り直して用

水路の機能を戻すなんていうことは可能だと思

いますけども、暗渠、トンネルになってるとこ

ろの水路が、もう何年も使われてないので、埋

まっているなんていうことがありました。地域

の環境を大切にする上でも、何とか通してあげ

たいなと思って努力したんですが、何年も水が

通っていないところがあって、どうにもならな

いなんていうところが現に発生している状況を

鑑みるに、なかなかこの水張りというのは大変

だなと思いますし、転作地を、ただ委託で担っ

ている団体なんかは、交付金がないと、その生

産がとても引き受けできないなんていう声も聞

こえておりますので、ぜひ地域的にみんなで解

決できるような方策をみんなで考えて取ってい

きたいと思いますし、自身もそのためには一生

懸命汗を流さなければいけないなとは思ってお

りますが、現状、何か農家だけでは、どうにも

ならないことが現にあるということをまざまざ

と感じたところでございますし、たまたまそれ

がフラワー長井線の暗渠だったりすると、当時

から古い土管、20センチぐらいのところ、水路

を通して下流域に行ってるみたいなところは本

当に大変で、まさかその暗渠を壊したなんてい

うこともやれないんですが、ばんばんと土が詰

まって流れないような状況にあるということが

あって、下流域の農家の方に、何とかしてくれ

なんて言われても、なかなかすぐできなかった

実情があったと思って、非常に地域として、環

境保全会とかも含めていろんな検討をしていか

ないと、なかなかその５年水張り問題というの

は解決しないんだろうなということを自身が思

ったところでした。 

 ２番目に進みます。肥料、農薬、飼料などの

農業資材の価格が高騰しています。一昨年は、

高騰した分の８割を国から補助をするような仕

組みもございましたけども、今年度も、いかん

せん極端に安くなったなどと話を聞きませんの

で、非常に高騰しているような状況が続いてい

るように思っておりますが、この辺については

どのような認識でいらっしゃいますか。 

○鈴木富美子議長 髙橋嘉樹農林課長。 

○髙橋嘉樹農林課長 農林水産省が今年の４月に

公表した令和６年３月時点の農業物価指数によ

りますと、令和２年を基準とした数値で、農業

生産資材価格指数は121.0となっております。

また、前月と比べ0.1％上昇し、令和２年度比

では21ポイント高い状況となっております。 

 個別に見てみますと、肥料は34.5ポイント、

飼料につきましては44.2ポイント高くなってお

ります。農薬に関しましても原料の価格高騰、

エネルギー価格の上昇、国内電気料金の値上げ

等により価格が上昇していることを確認してお

ります。 

 令和４年度に関しましては、肥料費上昇分の

一部を国と県が支援する肥料価格高騰対策事業



 

―１１４― 

を国で実施いたしまして、長井市では複数の肥

料販売店等から購入してるため、農業者は延べ

人数で445人、肥料費総額が３億1,720万円、支

援金額は5,570万円となってございます。 

 令和５年度につきましては、化学肥料低減定

着対策事業といたしまして、化学肥料の低減の

定着に向けて地域の取組を支援する国の追加対

策事業が実施されました。 

 長井市では、堆肥等国内資源利用体制の強化

支援といたしまして、堆肥散布機購入費用の２

分の１の支援を実施し、２経営体が整備したと

ころでございます。 

 肥料や農薬、飼料等の農業資材の価格高騰は

農業所得の減少につながり、いずれは農家数の

減少や新規就農者の減少につながっていく可能

性があります。農業者におきましては、堆肥に

よる有機質肥料の活用や、土壌診断による適切

な施肥による肥料代の削減、自然飼料の生産拡

大により、生産コストの削減に努められており

ます。しかし、農業者の努力を超えたコスト増

につきましては、農産物価格への添加も必要で

あると考えているところでございます。 

○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 一昨年もそうなんです

が、今年もこのように肥料、農薬、飼料の価格

が上がっております。にもかかわらず、それを

この農作物、できた商品に転嫁できないという

現実です。農家の経営を圧迫している現状であ

ると思いますし、あわせて、燃料、ガソリン含

め軽油、機械は燃料でしか動きませんので、電

気代も含めて非常に高騰しているような状況を

見ると、田植終わったなんてほっとしてる場合

でなくて、現状の農業経営を何とかしなきゃい

けないなということを、みんなで考えなきゃい

けないなというところに来ているかと思います。 

 ３番の質問に移ります。農業法人や集落営農、

大規模農家に地域の農地の集積が進んでいると

思います。その中で、小さな農家や集落全体と

して地域を支える必要が私はあるのでないかな

ということを前から思っておりますし、水路や

農道、その他様々なところの維持管理も含めて、

地域の方と連携を深めながら、全て農業法人や

集落営農が全部できることではないと思います

ので、その辺についてどのような認識か、農林

課長にお伺いします。 

○鈴木富美子議長 髙橋嘉樹農林課長。 

○髙橋嘉樹農林課長 2020年農林業センサスにお

けます農業経営体の総数は652経営体で、その

うち個人経営体は614経営体、主業は137経営体、

準主業は84経営体、また副業的は393経営体と

なっております。 

 農外収入を主とする副業的経営体の占める割

合は依然として高いものの、農家戸数全体が

1,440戸あった10年前と比較いたしますと、農

家戸数が減少している中でも、主業的経営体数

の減少は抑えられております。 

 また、集落営農などの団体経営体数は38経営

体でございまして、うち22経営体が法人経営体

であり、近年、地域の中心的な経営体として農

地集積を進めてきております。 

 あわせて、効率的かつ安定的な農業経営を目

指す者のみならず、そのほか移住者、Ｕターン

者、さらには半農半Ｘなどの多様な人材も農業

を担う人材として地域農業の確立を目指してい

く必要があると感じております。 

 今後も農業者が大幅に減少することが予想さ

れる中で、担い手だけでは地域の農地を守れな

い状況となっておりまして、大規模な法人化の

方向だけではなく、多様な担い手も含めて、持

続可能な農業の在り方を、地域の皆様と共に考

えていく必要があります。 

 地域計画の策定を通じまして、地域農業の維

持、発展に向けまして、多様な担い手育成のた

めの基盤づくりや育成・確保を図り、農作物の

生産基盤の維持や農業の発展を図ってまいりた

いと考えております。 
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○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 ぜひ法人や集落営農に

全てを任せることでなくて、地域の農業者はも

とより、地域の方々に支えていただけるような

組織や地域であってほしいと私は願っておりま

すので、農家だから勝手にしんなねごでという

ことでなくて、ぜひ、むしろ地域の方に支えて

いただけるような集落などを目指せたらいいな

と私自身が思っておりますので、何かの折にで

もお話ししていただければなと思っております。 

 ４番目の畑地化促進事業の現状と課題はとい

うことで、先ほどの水田活用の直接支払交付金

のことが、要するに転作田が増えてくると、そ

こに対する予算が膨大になってきてるというこ

とが当然分かるわけで、現状、半分ぐらいは転

作して他作物を担っている、もしくは加工米や

飼料稲などに取り組まざるを得ない現状である

中で、その畑地化に取り組まれている農家、ど

う御採択なされたかと、その現状と課題などに

ついて、考えていることがあれば農林課長にお

伺いしたいと思います。 

○鈴木富美子議長 髙橋嘉樹農林課長。 

○髙橋嘉樹農林課長 令和６年度の畑地化促進事

業につきましては、令和６年２月に要望調査を

行い、27名から2,795アールの要望があり、取

りまとめの上、３月に県へ提出したところでご

ざいます。 

 同事業の交付申請に当たりましては、土地改

良区や農業委員会など、地域の関係機関と畑地

化に係る意見調整を十分に行い、畑地化するこ

とについて関係機関の合意を得ていることが要

件となっていることから、現在、関係機関と申

請圃場につきまして確認を行っているところで

ございます。６月24日が申請期限となっており、

取下げ等もありまして、現時点では24名、

4,329万円、2,602アールで申請を予定しており

ます。 

 面積と申請予定額の内訳でございますけども、

高収益作物支援につきましては1,037アール、

1,745万円、小畑作物支援につきましては1,565

アール、2,584万円となってございます。地区

的には、市内の全地区から申請がある状況でご

ざいます。 

 課題といたしましては、畑地化の申請は地権

者との合意や関係機関との調整が必要で時間が

かかる、採択率や採択可能性が不透明である、

畑地化事業の国の予算の確保と継続が必要であ

るなどの意見が出されているところでございま

す。 

○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 この畑地化事業も、ま

ず予算が全国で限られている中で、いろんなと

ころから手が挙がっているという状況で、採択

になるかどうかも含めて非常に大変なことだな

と思っておりますし、例えば採択になった後で

も、施設だったり、高収益作物で取り組まれる

方は全然問題がないと、こう思いますけども、

徐々に離農をしたいとか、そういう方が畑地化

に取り組まれて、その後、田んぼとしての機能

を有しない畑地になった場合に、結果として荒

れてくるというのが、以前、農業委員会の会長

の答弁でございました。それが最も心配される

わけで、熊であったり、イノシシであったり、

タヌキであったり、獣の巣になったり、そこが

耕作放棄地となることで、いろんな部分で問題

が出てくることを危惧せざるを得ないと私は思

っておりまして、ぜひそうならないように、い

ろんな形でその畑地化を受けた圃場も、農地と

して地域の方に支えられるような維持管理がで

きればいいかなと思っておりますので、ぜひそ

の辺も含めて御検討いただきたいと思います。 

 次に、農業委員会の事務局長にお伺いします。 

 農地の賃貸借の状況と課題はということで、

まだまだ前の段階でありますと、後継者がたく

さんいて、農地を奪い合ってた時代もあったや

に思いますけども、現在は、それぞれの経営で
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ございますので、ここの条件のいいところは、

私、耕作しますけども、こっちの三角とかはし

ませんなんていう話があるやにお聞きしました。

その現状についてお伺いしたいと思います。 

○鈴木富美子議長 髙橋嘉樹農業委員会事務局長。 

○髙橋嘉樹農業委員会事務局長 農地法第３条に

よる賃貸借は相対による契約でございまして、

分散錯圃を招く可能性があるのに対しまして、

やまがた農業支援センターが実施している中間

管理事業による賃貸借は、農地所有者が白紙委

任で事業の利用を申し込み、その農地を農用地

利用改善団体に耕作者のマッチングを依頼いた

します。周辺農地耕作者の状況を考慮しマッチ

ングするため、結果として担い手へ農地の集積、

集約が図られまして、農地の最適化を推進する

こととなります。 

 農業委員会といたしましても、積極的に中間

管理事業の活用を進めているところでございま

す。現在、利用者が延べ735名、農地が3,210筆、

702ヘクタールを当事業で利用しておりまして、

担い手への農地利用集積率は４月時点で77％と

なっており、農林水産業・地域の活力創造プラ

ンにおける目標値の80％に近づいているところ

でございます。 

 課題といたしましては、農業者の減少や遊休

農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されな

くなることが懸念される中、農地が利用されや

すくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を

加速化させることが、農地の賃貸借及び農業全

体における喫緊の課題と認識しております。 

 また、中間管理事業におきましても、改善団

体へマッチング依頼した結果、不成立となる農

地もございます。この場合は、隣の地区の改善

団体へ改めてマッチング依頼を実施するなどし

ておりますけども、それでも耕作者が見つから

ない場合は、借受者なしとして、所有者が農地

を管理することとなります。 

 現在、10年後の地域農業の設計図である地域

計画と目標地図の策定に向け進めているところ

でございます。地域計画策定後は、目標地図に

よりまして中間管理事業の耕作者が決定してい

くこととなります。よりよい目標地図を作成す

ることにより、農地の賃貸借はさらに円滑に進

むものと考えておりますので、将来の農地につ

いての話合いを農林課、農業委員会、関係者の

皆様と共に進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 現状として、不成立も

あるということですよね。なかなか難しい問題

だなと思っておりますし、次の質問にも当然関

連するんですけども、せめて地域の土地ぐらい

は、その中にいる担い手の方が一生懸命担って

いただければいいなと思いながらも、それも農

業法人や集落営農、もちろん個人の大規模農家

でも、経営でございますので、条件の悪いとこ

ろは、最終的には残ってくるんだろうななんて

いうことは予想されるわけです。 

 人・農地プランから移行した地域計画の進捗

状況はということで、平野地区も何度か、１年

に１回、この地域の担い手農家なんか農林課さ

んと一緒に話合いをしているんですけども、そ

の中で、地域の農家から出てくるのは、土地改

良事業をしてくださいとか、どうしてもそうい

う行政にお願いすることが多いと思っておりま

す。本来話合いをしなければならないのは、地

域の農業として、これからその農地をみんなで

どうしていくんだというお話合いが大切で、も

ちろんその手段として、土地改良事業とか、大

規模圃場で経営していくのが効率的だとは思い

ますけれども、そこにはいろんな作物や、もち

ろん、私、思うには、農業以外の人にも、こん

なものを作ってほしいとか、こういう状況であ

ったら、こんなものが欲しいなんていう作物も

含めた誘導であったり話合いが持たれることは、

今後、地域の継続した農業ができる一端ではな
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いかなと思っております。 

 農家が行政に土地改良してくださいなんて言

うのは非常に簡単なことなんですが、もちろん

それは50年もたって、側溝なりぼろぼろになっ

ている姿を見れば、土地改良事業というのは非

常に有効な手段だとは思いますけども、そこで

作る作物であったり、地域内の循環であったり、

環境のこと、それなりのことをみんなで話し合

って、地域としてどうすべきかということが非

常に大切な話合いだと私は思っております。 

 農家以外の人も、そういう地域計画の中に、

例えばゲストとして招待いただいて、いろんな

チャンネルを持った人に、作物をやったり、そ

れはお菓子作りでも、居酒屋で作る食材でも何

でもいいんですよね。需要があるものを作れる、

全体とした地域それぞれの特徴を生かした作物

なんかを誘導できたらなと思っているところで

す。その辺について、どのような状況のお話合

いができてるか、農林課長からお伺いしたいと

思います。 

○鈴木富美子議長 髙橋嘉樹農林課長。 

○髙橋嘉樹農林課長 地域における農業の将来の

在り方等を明確にすることを目的とした従来の

人・農地プラン、これは令和５年４月の農業経

営基盤強化法の改正によりまして地域計画とし

て法律に定められ、地域での話合いによって目

指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地

の出し手、受け手の意向を踏まえて、10年後に

目指す農地利用の姿である目標地図を添付する

こととなります。 

 現状の本市の取組でございますが、昨年12月

に農業委員会と共に各地区におきまして座談会

を開催いたしまして、意向把握を行ってまいり

ました。これからの予定といたしまして、７月

からを予定しておりますが、中央、致芳、西根、

平野、泉、時庭、今泉、伊佐沢の８地区につき

まして、それぞれ地区ごとに第１回目の協議会

を開催する予定でございます。地区で開催する

地域協議を踏まえ、各地区の特性を生かし、地

域の担い手を明確にし、農地の保全、有効利用

を図れるよう地域計画の策定を進めてまいりた

いと考えております。その後、おおむね２カ月

ほどの間隔で協議会を計３回開催する予定で、

来年１月には各地区の計画案をまとめまして、

関係機関にも確認いただきながら、年度末まで

に公告を行う予定でございます。 

 また、地域計画とともに作成を義務づけられ

ている目標地図につきましては、農業委員会の

担当となりますが、地域の方々の意見を聴取し、

現状の耕作状況をまとめた現況地図などを活用

し、農林課と連携の上、作成を進めてまいりた

いと考えております。 

 なお、県内自治体におけます進捗状況につき

ましては、現時点での情報といたしまして、一

部で地域との協議まで終えているところや、協

議中のところもございますけれども、ほとんど

の自治体が本市と同様に、令和５年度中に各地

域において意向等の把握をし、今年度これから

各地域の協議に入ることとしているようでござ

います。 

 議員御指摘のとおり、地域計画の策定に当た

りましては、地域の皆さんの御努力で守り続け

てきた農地を次の世代に着実に引き継いでいく

ため、農業者以外でも、若者や女性を含む幅広

い意見等を取り上げながら、10年後を見据えて

地域の関係者が一体となって話し合うことが重

要と考えてございます。市といたしましても、

地域農業の維持、発展に向けまして、地域の皆

様と今後、共に進めてまいりたいと考えるとこ

ろでございます。 

○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 ぜひ、いろんな話合い

を持っていただきたいと思います。決して一方

通行でなくて、お互いが支えられる組織であっ

たり、集約された農地と、そうでない個々の小

さな農家もまだ残っています。そういう方にも
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地域を支える一人として活躍できる場を、ぜひ

そんな話合いの中で持っていただければありが

たいなと思っております。 

 最後に、市長に伺います。 

 新たな食料・農業・農村基本法から、食料の

安定供給の確保、農業の有する多面的機能の発

揮、農業の持続的な発展や、その基盤としての

農村の振興を理念としては掲げ、国民生活の安

定・向上、国民の経済の健全な発展を図ること

を目的としているとなされて、新たな食料・農

業・農村基本法が制定されようとしております。 

 今、農家にとっては、採算をベースに努力し

ても、現状の肥料や農薬、もちろん人件費も含

めて高騰している中で、経営的には厳しい、さ

らには、水田活用の直接支払交付金も多額にな

っている中で、畑地化を推進しながら、地域の

集落の維持を含めて努力していかなければなら

ないというのは農家自身、皆さん分かってると

思いますが、現状、2023年の農家の倒産件数、

累計77件、日本の国内ですよね。円安や飼料高、

肥料高騰、後継者不足、もちろん米や野菜の果

樹農家の耕種農家が48件、そのほか養鶏や養豚、

肉用牛の生産などが22件あって、負債総額は

142億円を超えるとなっておりますし、これは

どこかの誰かのことではなくて、一生懸命やっ

ても現状採算的には苦しい。もちろんそれはそ

れぞれの経営の中で吸収すべきことだというの

を、もう限界を超えている状況があるのではな

いかなと、こう認識しております。 

 先輩方とお話をすると、何か田植終わったね

なんて言いながら、四、五カ月でお米になるわ

けですが、一昨年のような高温で品質が悪かっ

たり、収量のことも含めて自然災害があったり

する中で、みんな歯を食いしばって、ぎりぎり

の中でやってるんだなということを認識しなが

ら、国の政策にのっとって一生懸命真面目にや

っていながらも、何か田植終わったからさなぶ

りだねなんて言いながらも、むなしさを感じる

というのを先輩に言われました。米を作ってご

飯食えねえって言ってこいって、はいって俺は

言うしかなかったんですが、農家の経営の努力

の範囲をもう超えているような状況にあるよう

な気がします。 

 中でも、私は、いろんな、何も米だけが農家

の全てではなくて、他作物に取り組むような状

況や、オンリーワンの地域の作物の助成などを

含めて市長が考えているようなことがあれば、

お伺いしたいと思いますし、担い手が生活でき

る、収益を取って生き生きと農耕できるような

状況を今後もつくっていきたいと思っておりま

すので、ぜひ市長のお考えをお聞きしたいと思

います。 

○鈴木富美子議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 梅津議員からは、地域農業の現

状と課題でということで、最後に私のほうに、

新たな食料・農業・農村基本法から市内の担い

手育成と持続可能な農業生産を確立すべきだと

いう、非常に私が答えられるような内容じゃな

い、そういったことでの質問でございますので、

お答えを申し上げたいと思いますが、まずは、

食料・農業・農村基本法については、制定から

約20年が経過したと。この間、国内市場の縮小

や生産者の減少、高齢化など、農業構造が大き

く変化してるのは私から申すまでもないことで

ありますが、そして最近は、気候変動と海外市

場の拡大等、日本の農業を取り巻く情勢が20年

前の制定時には想定できなかったレベルで変化

したんだなと私も思っております。このような

状況を踏まえて、令和４年９月から総合的な検

証、見直しが進められてきたと認識しています。

このたび５月の29日に食料安全保障の確保を基

本理念とする改正食料・農業・農村基本法が成

立したわけでございます。 

 改めて私から申し上げて恐縮でございますが、

同法は、農政の基本理念や政策の方向性を示す

ものということで、４点ほど理念を掲げており
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ます。まず１点目は食料安全保障の確保、２点

目は環境と調和の取れた食料システムの確立、

３点目は農業の持続的な発展、４点目としては

基盤としての農村の振興、これを理念として掲

げ、国民生活の安定・向上及び国民経済の健全

な発展を図ることを目的としております。 

 日本の農政の基本となる法律ですから非常に

いい言葉を並べてますが、なかなか、例えば、

最後に、基盤としての農村の振興って、今、農

村って、農業をしている人がどれぐらいいるん

ですかと。本当の、例えば、仮にその農村地域、

集落が200人とか300人いたと。その中で、農業

に従事してる人というのは多分１割もいないわ

けですよね。それで農村の振興というのは、本

当に、国で言うのも分かりますけれども、我々

市町村とすれば、かつての昭和の時代の構造改

善みたいな時代とは全く違うわけで、ですから、

じゃあ、我々行政のほうで農村の振興をできる

ような何か支援策があるかって、全くないわけ

ですよ。 

 ですから、農村の振興って、農家の皆さん、

頑張ってくださいと。だって我々、何もできる

もんないですよ。前は、それこそ農道はもちろ

んですけど、区画整理から、それから農業生産

の例えば昔でいう加工施設とか、今６次産業化

なんて言ってますけど、様々な事業がいろいろ

選べてたんですよ。それは農家側からも、あと、

行政側からもそういった基盤のインフラの応援

もできたし、あるいは農村の中で、地域、非農

家との、あるいは農家とのコミュニケーション

をうまく取れるような、そういう昔でいう集落

センターみたいな、ああいったものもあったわ

けですが、今、全くないわけですよ。それで、

よく基盤としての農村の振興だなんて言えるな

と。 

 ですから、私は、ごめんなさい、批判的なこ

とになって。結局、農林水産省も厳しいんでし

ょうけども、もう日本は今の現状ですと、世界

でいろんなところで生産された農産物を買い負

けてるわけですよ。しかもこの円安でね。日本

の農家側は、一生懸命、結局、飼料作物にして

も燃料にしても全部海外から買わなきゃいけな

いと、全部それもめちゃくちゃ高い単価で。で

すから、そうなると、じゃあ、一方で、水稲に

したら、今は米が少し上がり局面だみたいな話

なんですが、例えば、建設物価なんてどのぐら

い上がりましたか、ここ５年ぐらいでもう倍で

すよ。ところが、米どのぐらい上がったか。一

時下がったじゃないですか、今ようやく元に戻

って、もう話にならないですよ。ですから、こ

れを私に聞かれたら、私も愚痴言うしかないと、

そういうふうに思ってます。すみません。 

 政府としては、国民生活の安定・向上及び国

民経済の健全な発展を図るということで、農業

もその一役を担うということで、目的を示して

るわけですね。農業の持続的な発展のためには、

担い手の育成、確保を引き続き図りつつ、農地

の集積や集約を進め、農地の効率的な利用が必

要であると考えております。また、法人化の方

向だけではなく、多様な担い手を含めて持続可

能な農業の在り方を地域の皆様と共に考えてい

く必要があると考えております。 

 結局、特に私ども長井市の場合は、もう水稲、

米が一番の、最も効率よく、最も収量を上げて、

最も利益を上げられる作物だったのに、それが

もう徹底的に締めつけられてるわけですから、

そしたら、地元の農家だけでは駄目だから、じ

ゃあ、外部から農業をやりたい人をどんどん入

れて、そして多様な地域の皆様と共に考えてい

く必要がある、何言ってるんですかと。我々か

ら言えば、ちょっとふざけるなと、それぐらい

現実が乖離してるんですね。 

 日本の場合も、そういうふうに国で上げてる

政策にマッチするような地域もあれば、特に

我々、東北の中の山形県、置賜地域なんていう

のは、まさに国、政府で言ってることと全くマ
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ッチングしませんよ。ずっと今まで梅津議員が

農林課長、あるいは農業委員会事務局長のほう

にも質問されてましたけども、畑地化なんて、

水張り問題なんていうのは、それはそれで農林

水産省もかなり苦労して、会検で上げられたわ

けですから、だからどうしようもなくて、厳し

い条件をつけるしかない。その条件を満たすな

んていうのは、もうそんな満たすための努力を

するんだったら、別なものをやったほうがいい

というぐらいのものですよね。ということで、

大変愚痴になって申し訳ありません。 

 長井市では、環境保全型農業の関心が高いと。

これは、そういう農家もいらっしゃるわけです。

ところが、本当に担い手の方たちは、そういう

ことも重視しつつ、例えば、効率よくコストを

下げてやるには、スケールメリットが必要なわ

けですね。その場合は、環境保全型農業という

のも、なかなか一緒にやっていくというのは、

一長一短あって、それを選ぶ人もいれば、それ

ができない人もいると思ってます。ただ、レイ

ンボープランって、以前からもう環境保全型農

業の基本的な考え方なんでしょうけども、そし

てそういった環境負荷の低減、地産地消の意識

の醸成につながって、長井市の循環型社会の形

成と協働による持続可能なまちづくりが進んで

きたということは、一面では確かにあると思っ

てます。引き続き環境配慮型農業の推進を進め、

化学農薬・肥料の使用低減、カーボンニュート

ラルなど、経済的課題にも対応した持続可能な

農業を進めていく、そういう農業も必要なんだ

と思います。これ、どれを選ぶかはその農家側、

法人側の考え方ですが、ただ、流れとしては、

もうそういう方向に来てますんで、そういう方

向にしていったほうが消費者からは支持される

と、作っていただいた農産物が、そういうふう

な時代だと思ってます。 

 どの産業においても人手不足が課題になって

る中、農業においても、野菜、果樹、花卉など

の高収益作物については、収穫、剪定、集荷作

業等で人手が必要となります。現状は、親族や

知人などを頼りにお願いするほか、ハローワー

クや求人アプリなどの活用をされてると伺って

ますが、要は、これはどこまでできるかですが、

一般の製造業と同じように、外国人の研修生と

か、そういったところも今の段階では頼らざる

を得ないと。それからＤＸとか、農業もどんど

ん進めてスマート農業で省力化してやっていく

しかないと。ただ、それには相当莫大な投資が

必要で、リスクか高いということだと思ってお

ります。労働力の確保は本当に難しいと思って

ます。 

 現在進めている地域計画の策定を通して、地

域内での労働力確保や地域内連携ができれば、

子育て中や時間的な制約のある主婦の方、ある

いはシニアの方など、求人、求職のマッチング

ができ、市民の能力が発揮できる雇用が生まれ、

地域内雇用の創出にもつながるものと考えてお

ります。だけども、それだけもうかる農業をし

ないと、そういう雇用もつくれないということ

だと思いますので、非常に厳しい状況にはござ

いますけれども、ぜひ、そういった農家の皆様、

法人あるいは協業、どういう形態にあっても、

私どもとしては、できるだけ国の支援を受けら

れるような応援体制っていいますか、それと、

農業経営者の方たちが望むようなやり方につい

て、行政としてできることは精いっぱいお手伝

いをさせていただきたいと思います。 

 すみません、回答にならなくて。 

○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 もちろん、そうです、

大変失礼な質問で、申し訳ございませんでした

と言うべきなのかもしれませんが、どうにもな

らないことかもしれませんが、一緒に共有して

課題を考えていけばなと思って今回の農業関係

の質問はさせていただきました。 

 だから、こうすればいいとかなんていう結果
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も、私も結論は出ていない状況にある中で、ぜ

ひお互いを支え合っていけるような地域を目指

せればと思っておりますし、国、県のもちろん

土地改良事業も含めて行政からは御支援いただ

いている現状、さらには、担い手育成事業等の

機会なんかも、農業法人を中心に導入されてい

る補助なんかも採択いただいて頑張らせていた

だいてる状況にあります。 

 それでも目いっぱいなんだなということを申

し上げながらこの質問をしたところでございま

して、お前のときは、必ずよくなると先輩方に

言われてきた先輩方も、同じことを私たちに言

いながら、現状はなかなか厳しいというところ

を日々感じながら、私は、田畑で働くことが決

して嫌いではないので、清々しく朝の空気を浴

びながら、ちょっと朝から草刈りうるさいと言

われながらも頑張っている状況を訴えて、地域

の活性化の一助になればなと思って質問しまし

た。 

 次の質問に移ります。 

 市内の各産業の状況はということで、時間も

ないんですけども、１番、２番を合わせて、各

工業、商業、農林業の状況と、雇用状況と賃金、

今春闘では、各大手企業は満額回答とかという

ものが景気よく出ておりますが、現状、長井市

の状況などを産業参事にお伺いしたいと思いま

す。 

○鈴木富美子議長 赤間茂樹産業参事。 

○赤間茂樹産業参事 まず、（１）の景況につき

ましてですが、これは毎月すごく変わりますの

で、５月に主に聞き取りした内容からお伝えし

たいと思います。 

 簡単に言うと、工業につきましては、例えば、

自動車で今までのガソリンエンジンの自動車と、

それからＥＶの自動車あるわけですけども、ガ

ソリンエンジンのほうの自動車の部品を扱って

いたところは、はっきり言って落ち込んできて

いるという状況です。ＥＶのほうにも対応でき

ている会社は、それなりに業績は伸びてるとこ

ろもあるという、大きく二分していると伺って

おります。 

 また、輸送の2024年問題も絡んできてますの

で、輸送コストで影響が出ている会社もあると

いうことでございます。 

 資金繰りの状況などを見ますと、２割から４

割ぐらい減ってるところが目につくかなという

ところです。 

 次に、商業でございますけども、相変わらず

市外への買い物依存というのが高い地域になっ

てて、ＲＥＳＡＳなどの統計データを見ると、

市内の経済循環率というのは85％になってる状

況ですから、残りの15％は、市外に依存してる

というのは変わってないと思っております。た

だ、長井市がこの10年で行ってきた政策の中で

は、道の駅川のみなと長井、それから市民市場

菜なポート、こちらの売上げが昨年どちらも３

億円達成してるということを見れば、市内の経

済循環については、ほかの商業、サービスのほ

うにも影響が出ているのかなと、そういう効果

が出てるのかなと、よい方向に推測してるとこ

ろでございます。課題としては、「くるんと」

のお客様をどのように市内の商店、サービスの

ほうに取り込むかというところでございます。 

 農業につきましては、昨年、記録的な高温少

雨ということで、収穫量が減少しました。これ

は米だけではございません。依然として、先ほ

どもありましたが、物価の高騰もありまして、

生産コストを押し上げております。ただ、米穀

だけちょっと見てみますと、昨年の確保量が少

なかったということで、民間の在庫量の情報で

すけども、減少していると。これは平成元年レ

ベルまで減っているということでございますか

ら、もう一つプラス要素としては、米粉の需要

が右肩上がりで上がっているということもあっ

て、今年以降の米価については上向きになるん

ではないかと期待しております。 
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 建設業につきましては、長井市内では大型の

工事というのは一段落と見ておりますけども、

土木系の工事はそれなりにまだあります。民間

の発注のところを見ますと、個人住宅の需要と

いうのが資材高騰によって少し減ってきてると

いうところです。 

 （２）の雇用状況と賃金のところ、合わせて

ということだったので、この場でお答えいたし

ます。 

 やっと、おととい４月時点のハローワーク長

井管内の雇用状況が来ましたけども、有効求人

倍率が1.25ということで、３月から少し下がっ

てます。ただし、正社員の有効求人倍率は変わ

らず1.41ということで、県内一、人手が足りな

い地域と見ることができると思っております。 

 賃金につきましては、それぞれの企業頑張っ

ていただいておりますけども、商工振興課のほ

うで見れる部分としては、先端設備導入計画と

いうのがあって、その計画を出して経済産業省

から資金調達する場合は、賃上げもしなければ

ならないということになっておりますので、こ

ちらについては年間数社、昨年は７社ほど賃上

げをしてるという状況でございます。 

○鈴木富美子議長 14番、梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 あと、３番目です。中

心市街地の状況ということで、街路事業によっ

て道路が整備され、明るく歩きやすい環境が整

ったと感じております。中心地域としてのにぎ

わいをどのように考えるかということで、産業

参事にお願いしたいと思います。 

○鈴木富美子議長 赤間茂樹産業参事。 

○赤間茂樹産業参事 中心市街地のにぎわいづく

りにつきましてですが、これは市長のほうから

もその都度お話がありましたけども、基本的に

行政の役割といたしましては、まちの条件整備、

活性化のための土壌整備と考えております。ハ

ード整備につきましては、県道の街路事業、市

で行う都市再生整備計画事業によって整備され

てきておりまして、これからも県事業の長井駅

海田線の街路事業、それから市では、第４期の

都市再生整備計画事業に向かって進んでいると

いうところであります。こうした土台づくりに

ついては、行政のほうの役割、公共の役割と考

えております。 

 にぎわいにつきましては、まちなかで民間の

事業者の力に期待したいと思っているところで

すけども、なかなか個人商店の力では及ばない

ところがありますので、こういったにぎわいの

体制づくりのために、昨年度からデジ田の交付

金を使ってにぎわい創出事業に取り組んでおり

ます。特に「くるんと」への来訪者をどのよう

にまちなかに取り込むかという課題について、

まちなかの人材がにぎわいにどういうふうに関

わるかというところを重視いたしまして、活躍

する人、開拓する人、そういった方々を増やし

ていくように今年度も取り組んでいくという予

定でおります。にぎわいの創出事業に取り組む

ことで、中心市街地活性化基本計画に記載して

いる目標を達成していきたいと考えております。 

○鈴木富美子議長 梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 時間がないので、最後

に、市長に、産業団地の状況と誘致企業、さら

には、人口減少や市内の活性化のために非常に

大事なことだと思いますし、市役所も「くるん

と」も、いろいろ行政で頑張ってきてこうやっ

て建てて、民間のいろんなことが長井市に寄っ

てこないとどうしようもならないと思いますの

で、産業団地の整備の状況と、時間ないですけ

ども、企業の誘致状況などをお教えいただけれ

ばと思います。 

○鈴木富美子議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 長井南産業団地の整備状況です

が、現在、用地の売買契約手続を進めておりま

して、この後、農地転用申請、開発行為申請を

行う予定となっております。それぞれ許可が出

ましたら、所有権移転登記、土地代金支払いま
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でを年内に完了させる予定であるということで

ございます。並行して、開発区域内の道路、水

道などのインフラ整備を始めていくことになり

ますが、面的な造成工事は来年度着工開始の見

込みでございます。 

 企業誘致につきましては、以前もお話ししま

したように、山形県内の工業用地を紹介するパ

ンフレットに今年度より掲載いただくよう準備

を進めております。具体的な企業様との御相談

は、何件かさせていただいており、継続して情

報交換を行ってまいります。 

 分譲開始に向けて、価格設定や条件整備、立

地に当たっての県、国、市の優遇制度の整理な

どを行いながら、産業振興連絡協議会という地

元の産業界、長井商工会議所などと、あるいは

山大の先生などと会をつくっておりますが、議

論いただき、長井市の産業発展、雇用の確保な

どを目指して、県、国のほうにもいろいろ意見

を求めていきたいと思っております。 

○鈴木富美子議長 梅津善之議員。 

○１４番 梅津善之議員 以上で質問を終わりま

す。 

 

 

   散     会 

 

 

○鈴木富美子議長 本日はこれをもって散会いた

します。 

 御協力ありがとうございました。 

 

 

    午後 ３時５０分 散会 


